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令和５年 4 月 
技術管理課 

 
豊田市発注工事における情報共有システム運用の手引き（案） 

 
１ 目 的 

豊田市発注工事における「情報共有システム（以下、「システム」という。）」の利用ついては、「愛知
県情報共有運用ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）」に基づくとともに、ガイドラインを改
訂・補足する「豊田市発注工事における情報共有システム運用の手引き（案）（以下、「本手引き」とい
う。）」を定めることで、適切なシステム運用を図るものとします。 

なお、ガイドライン及び本手引きによりがたい場合は、受発注者間で協議し、円滑な運用に努めてく
ださい。 
 
２ 豊田市発注工事におけるガイドラインの取扱い【ガイドライン全般】 
 ガイドラインの記載内容における豊田市発注工事にそぐわない事項については、整合性を図るため
にガイドラインの一部を【別紙 1】の対照表のとおり読替えることとします。 
 
３ 電子成果品の提出方法【ガイドライン P1】 

豊田市発注工事では電子納品のオンライン提出※が不可であるため、電子成果品は電子媒体（CD-
R、DVD-R 等）での提出とします。なお、電子成果品は原則として「愛知県電子納品運用ガイドライ
ン」に従い作成することとし、電子媒体のラベル面に「対象外」と記載する。 

※オンライン提出とは、システムにて納品された電子成果品をネットワーク上のサーバである「電子成果品

保管管理システム」へ保管することです。保管後は工事検索や情報共有が可能となります。 

 
４ 対象工事【ガイドライン P4】 

豊田市発注工事におけるシステム利用対象工事は、「契約図書等で指定された工事」とします。 
なお、システム利用の対象外とすることができる「やむを得ない事情の具体例」のほかに、監督員

が容認できる事情がある場合は、契約後の事前協議において監督員と協議し対象外とすることができ
ます。 

 
５ 契約図書における明示【ガイドライン P6】 
 豊田市発注工事では、システム利用対象工事として契約図書等で指定する場合、特記仕様書で明示
します。この場合の記載例を以下に示します。 

【特記仕様書記載例（土木系及び上下水道局）】 

（情報共有システムの利用） 
第○○条 本工事は情報共有システムの対象工事とする。 
２ 情報共有システムは、「愛知県情報共有運用ガイドライン」及び「豊田市発注工事における情報共有システム運用の

手引き（案）」に基づき利用すること。 
３ 土木工事標準仕様書における「書面」について、情報共有システムを用いて報告等を行ったものについては、署名又

は押印がなくても有効とする。 
４ 情報共有システムを利用する場合は、工事契約後、監督職員と協議した上で利用すること。 
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【特記仕様書記載例（建築系）】 

（●●）情報共有システムについて 
・本工事は、情報共有システムの導入試行案件であり、請負者が希望する場合、監督員と協議のうえ、請負者の費用負

担により、情報共有システム（「あいち建設情報共有システム」）を利用し、工事施工にかかる手続き、文書の情報
交換、電子納品等を電子ネットワーク上で行うことができる。 

・情報共有システムの利用は、「愛知県情報共有運用ガイドライン」及び「愛知県建築局発注工事における情報共有シ
ステム運用の手引き(案)」を参考とするが、具体的運用は監督員と協議すること。 

・本システムを用いて作成及び提出を行った工事関係書類については、原則システムにより電子納品することとし、別
途紙に出力して提出しないものとする（監督員から指示のあるものを除く）。 

 
 
６ システムの利用対象でない工事の取扱い 

特記仕様書にシステム利用対象工事について明示がない工事において、受注者がシステム利用を希
望する場合は、残りの工期や利用条件等からシステム利用の可否を判断して受発注者間の協議により
決定してください。 
 
７ 使用する帳票様式【ガイドライン P7】 
 システムを利用する工事の帳票様式は、原則として県様式を使用してください。 
 
８ 事前協議のチェックシート【ガイドライン P7～8】 
 豊田市発注工事におけるシステムを利用する工事については、ガイドラインに基づき「愛知県 電
子納品及び情報共有 協議チェックシート（以下、「チェックシート」という。）」を使用します。様式
は豊田市 HP の外部リンク又は愛知県建設企画課 HP より最新版を入手してください。 
 
９ 協議チェックシートの記入例【ガイドライン P9】 

豊田市発注工事における記入方法については【別紙 2】の記入例を参考してください。特に下記の
項目については豊田市独自の記載方法となりますので留意してください。また、豊田市 HP にも記載例
（Excel）を掲載していますので併せてご確認ください。 

２ 工事番号 
契約書の右下に記載される番号を記入してください。 
※土木系及び建築系は“K”で始まる番号、上下水道局は“CA”で始まる番号です。 

4 工事種類等 
  土木系及び上下水道局は「一般土木」、建築系は「建築（営繕）」を選択してください。 

5 CAD 製図基準等 
 建築系においては豊田市独自の CAD 製図基準が適用されるため、「その他」を選択し 

「豊田市建築 CAD 図面作成要領（案）（平成 26 年 4 月版）」と記入してください。 

7 電子納品の方法 
「電子媒体」を選択し、原則 2 部（CD-R、DVD-R 等）提出とします。 

12 情報交換・共有のファイル形式 
CAD 形式については発注部署により異なりますので監督員に確認してください。 
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１０ システム利用の申し込み【ガイドライン P10】 
・発注者は、システム対象工事の当初・変更契約締結及び監督員変更後に「案件登録データ作成ツ

ール」に契約情報を入力し、「XML ファイル」を出力してシステム運営者へ送付してください。 

・契約者宛に「案件登録のお知らせ」メールが送付されますので申し込み手続きを行ってください。 
※事前協議の結果、システムを利用しない場合は申し込み手続きを行わないでください。 

・利用申し込みする際の適用する電子納品要領は、「愛知県電子納品運用ガイドライン【国土交通省 
土木】または【国土交通省 建築】」を選択してください。 

 
１１ システム利用開始における注意点 
 ・システムへ初回ログイン時には、パスワード設定が必要です。ログイン画面の「ユーザＩＤ・パ

スワードをお忘れの方はこちらへ」からパスワード設定（再発行）を行ってください。 

・利用開始後に必要に応じて工事関係者を追加登録しますが、1 人につき 1 ID とするため既に登録
している方は新規登録しないよう注意してください。 
 

１２ システムにより処理する書類【ガイドライン P12】 
システムにより処理する書類及びシステムにより処理しない契約関係書類等（契約者名で発する書類）

の主な例を以下に示します。なお、システムにより処理する書類によりがたい場合、又は定めのない書
類の取り扱い等は、受発注者で協議してください。 

システムにより処理する書類（決裁必要） 
工事打合簿（提出、通知、報告に用いるもの）※以下は主な例 

施工体制台帳、施工体系図、設計照査、事前協議チェックシート、施工計画書、材料承認願、 
材料確認書、履行報告、特定建設作業実施届出書、 
建設業退職金共済掛金収納書（期限内に収納書を提出できない理由及び証紙購入予定を含む） 
再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、高度技術・創意工夫等に関する実施状況（計画） 
建設廃棄物処理委託契約書、建設廃棄物処理関係許可書、残土処理承諾書 

工事打合せ簿（指示、協議、承諾に用いるもの）、段階確認書・施工状況把握報告書 
 

システムにより処理する書類（決裁不要） 
実施工程表、工事記録、警備日報、水替記録、マニフェスト管理台帳、社内検査記録、 
再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書、高度技術・創意工夫等に関する実施状況（実施） 
出来形成果表及び出来形図、品質管理資料（電子納品対象とする場合） 
 

システムにより処理しない書類 
現場代理人・主任（監理）技術者届及び経歴書、契約金額内訳書、建退共関係書類、 
工程表（現場代理人等兼務する場合）、監督員通知書、設計変更協議書、工事完成届、 
工事指定部分完成届、電子媒体納品書、コリンズ登録（メール確認で良い） 
中間前金払認定請求書兼履行報告書、中間前金払認定・却下調書、 
部分使用申出書、部分使用出来形確認書、部分使用協議書、部分使用同意書 
工事既済部分検査願、指定部分工事（協議書、承諾書、通知書）、作業員名簿 
紙資料（各種試験成績書、カタログ等）、事故速報・事故報告書、施工計画書（印刷物） 
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１３ 工事書類作成・承認における留意点 
・システム利用の場合と紙の場合が混在する場合は、表を作成するなど管理してください。 

・工事打合簿に添付して書類を提出する場合、工事打合簿の副題がタイトルとして書類の一覧画面に
表示され判別の基準になりますので、提出内容がわかるように工夫してください。 

・工事打合簿（鏡）のタイトルと添付ファイルを同じ名称にすると、保存時にどちらかが消えてしま
う（上書きされる）可能性がありますので同じ名称にしないでください。 

例）タイトル   : 「施工計画書追加分（使用材料追加）」 
添付ファイル : 「施工計画書追加分_添付 01（使用材料追加）」 

 
・決裁経路（誰にどの順番で承認を得るか）の設定は受発注者間で決定してください。決裁の過程

でも決裁経路の修正は可能なため、決裁者は必要に応じて適宜決裁経路を修正してください。 
 
１４ 特殊な工事書類の処理方法【ガイドライン P17～18】 
 豊田市発注工事では、『土木系及び上下水道局は愛知県建設局』、『建築局は愛知県建築局』に準拠し
てください。 
 
１５ 電子納品の適用する要領・基準【ガイドライン P20】 
 豊田市発注工事では、農林水産省の要領・基準は原則として適用されません。 
 
１６ 工事検査時【ガイドライン P24】 

当面の間、工事検査時における電子データの確認は、【別途３】の「簡易操作マニュアル 7-3 検査
に向けての事前準備（建築局）」の手順にて作成されたデータを用いて実施します。工事完成時の電子
成果品の納品と併せて検査対象書類の設定をお願いします。 
 
１７ 情報共有システムの利用完了【ガイドライン P25】 
 豊田市発注工事では「電子成果品保管管理システム」が使用できないため、電子成果品の提出は電
子媒体（CD-R、DVD-R 等）とし、作成方法は原則として「愛知県電子納品運用ガイドライン」に従
ってください。 
 
１８ 積算上の取扱い【ガイドライン P26】 

土木系及び上下水道局発注工事については、技術管理費として共通仮設費率に含まれるため、新た
に計上する必要はありません。 

建築系については、発注者がシステム利用を指定する場合に限り共通仮設費で計上することとし、
受注者が希望する場合は、特記仕様書に記載のとおり計上しません。 

なお、設計変更により工事請負額区分の変更が生じた場合は当初工事請負額で清算します。 
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【別紙 1】 対照表（ガイドラインの読替え） 

  
ページ番号 原文（愛知県） 豊田市

全般 愛知県 豊田市

P1
(3)　電子納品における電子媒体（CD、DVD等）の廃止
　電子納品は、システムを用いてオンラインで提出する。電子媒体の作成・提出は不要であ
る※。

（削除）

P4

P4
※１ 次の工事はシステム利用の対象外とすることができる。
　　① 電子納品を行わない工事（指示票工事等）

※ 次の工事はシステム利用の対象外とすることができる。
　　① 電子納品を行わない工事（当初設計金額が130万円以下の工事等）

P4 ア 山間・海上等、現場の通信回線が確保できずシステムの利用が困難な場合 ア 山間・河川等、現場の通信回線が確保できずシステムの利用が困難な場合

P4 ※２ 建築工事は契約図書等で指定された工事 （削除）

P5
電子媒体不要
システム提出

電子媒体の提出
システム提出

P6

P7

ア　適用する電子納品要領を確認する。なお、「あいち建設情報共有システム」が農林水産省
　　の電子納品要領に対応していないため、農業水産局及び農林基盤局の発注工事においては
　　国土交通省の電子納品要領を適用すること。
　　　システム利用申込後は変更できないため注意すること。

ア　適用する電子納品要領を確認する。システム利用申込後は変更できないため注意すること。

P7

P7

凡例　○:必須 ※農業水産局、農林基盤局及び企業庁は、県様式（土木）の工事打
　　　　　　　 合簿のみ使用
　　    ◇:建設局及び都市・交通局の発注工事において、受注者が国交省様式の使用
　　　　　　 を希望する場合は必須
   　　 △:任意（受発注者間の協議により利用の有無を定める）

凡例　○:必須

P16

※２:工事打合簿には監督員以外の印影は残らない（ただし、建築工事における工事監理業務
受注者及び設計意図伝達業務受注者の印影は残る）。監督員以外の決裁結果はシステムで確認
できるが、工事完了後は消去される。したがって、工事完了後も正式な決裁の記録が必要な
場合（公文書としての保存が必要な場合）は、専任監督員が工事書類を印刷機能によりPDF
ファイル等に変換し、「総合文書管理システム」へ添付のうえ決裁を受けること。

※２:工事打合簿には監督員以外の印影は残らない（ただし、建築工事における工事監理業務
受注者及び設計意図伝達業務受注者の印影は残る）。監督員以外の決裁結果はシステムで確認
できるが、工事完了後は消去される。したがって、工事完了後も正式な決裁の記録が必要な
場合（公文書としての保存が必要な場合）は、専任監督員が工事書類を印刷機能によりPDF
ファイル等に変換し、「豊田市総合文書管理システム」へ添付のうえ決裁を受けること。

P17 (1)　建設局、都市・交通局及び企業庁 (1)　土木系及び上下水道局

P18 (2)　建築局 (2)　建築系

豊田市(愛知県)情報共有運用ガイドライン（令和2年3月）※令和5年3月一部改訂　対照表

組織 利用の可否 備考
工事打合簿 ○
段階確認報告書 ○
施工状況把握報告書 ○
材料確認報告書 ○

建築系 県様式（建築） 工事打合簿 ○

帳票名
土木系
上下水道局

県様式（土木）

組織 利用の可否 備考
工事打合簿 ○
段階確認報告書 ○
施工状況把握報告書 ○
材料確認報告書 ○
工事打合簿 ○

段階確認書 ○
施工状況把握に
も利用

材料確認書 ○
工事履行報告書 △

建築局 県様式（建築） 工事打合簿 ○

帳票名

県様式（土木）

建設局
都市・交通局
農業水産局※

農林基盤局※

企業庁※

国土交通省様式

発注機関 対象工事
土木系（農林系を含む） 契約図書等で指定された工事※

建築系 契約図書等で指定された工事※

上下水道局 契約図書等で指定された工事※

【特記仕様書等記載例①】
（情報共有システムの利用）
第○○条 本工事は情報共有システム利用の対象工事とする。
２ 情報共有システムは「愛知県情報共有運用ガイドライン」に基づき利用すること。
３ 土木工事標準仕様書における「書面」について、情報共有システムを用いて報告等を行
ったものについては、署名又は押印がなくても有効とする。

（情報共有システムの利用）
第○○条 本工事は情報共有システム利用の対象工事とする。
２ 情報共有システムは「愛知県情報共有運用ガイドライン」に基づき利用すること。

(2) 周知のための明示　【令和4年4月以降に契約する農業水産局及び農林基盤局の対象工事】
　　　発注者は、「表 2-1 情報共有システムの利用対象工事」において対象工事とされている場合
   についても、当分の間、特記仕様書に明示のうえ周知を図る。
　　　この場合の特記仕様書の記載例を以下に示す。

　　 【特記仕様書等記載例②】

【特記仕様書記載例（土木系及び上下水道局）】
（情報共有システムの利用）
第○○条　本工事は情報共有システムの対象工事とする。
２ 情報共有システムは、「愛知県情報共有運用ガイドライン」及び「豊田市発注工事における
　　情報共有システム運用の手引き（案）」に基づき利用すること。
３ 土木工事標準仕様書における「書面」について、情報共有システムを用いて報告等を行った
    ものについては、署名又は押印がなくても有効とする。
４ 情報共有システムを利用する場合は、工事契約後、監督職員と協議した上で利用すること。

【特記仕様書記載例（建築系）】
（●●）情報共有システムについて
・本工事は、情報共有システムの導入試行案件であり、請負者が希望する場合、監督員と協議のうえ、請負
者の費用負担により、情報共有システム（「あいち建設情報共有システム」）を利用し、工事施工にかかる手
続き、文書の情報交換、電子納品等を電子ネットワーク上で行うことができる。
・情報共有システムの利用は、「愛知県情報共有運用ガイドライン」及び「愛知県建築局発注工事における情
報共有システム運用の手引き（案）」を参考とするが、具体的運用は監督員と協議すること。
・本システムを用いて作成及び提出を行った工事関係書類については、原則システムにより電子納品することと
し、別途紙に出力して提出しないものとする（監督員から指示のあるものを除く）。

発注機関 対象工事
建設局及び都市・交通局 令和2年4月以降に契約するすべての工事※

建築局 契約図書等で指定された工事 
農業水産局及び農林基盤局 令和4年4月以降に契約するすべての工事※

企業庁 令和3年4月以降に契約するすべての工事※

その他の機関 契約図書等で指定された工事
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P20

P20
※1　【情報共有システム利用時の電子納品対象物】
　　 建築局、農業水産局及び農林基盤局の発注工事における電子納品の対象範囲及び適用する要
　　 領・基準名は、情報共有システムの対応状況を踏まえて、特記仕様書等にて個別に指定する。

※1　【情報共有システム利用時の電子納品対象物】
　　 電子納品の対象範囲及び適用する要領・基準名は、情報共有システムの対応状況を踏まえて、
     特記仕様書等にて個別に指定する。

P20
※2　【工事打合簿】
　① 工事打合簿には工事記録を含む。建設局及び都市・交通局の発注工事では、段階確認報告
　　書、施工状況把握報告書及び材料確認報告書を含む。

※2　【工事打合簿】
　① 工事打合簿には工事記録、段階確認報告書、施工状況把握報告書及び材料確認報告書
　　を含む。

P25
(3) 専任監督員は、受注者の連絡を受けたら速やかにシステムの利用完了操作を行う。これによ
　り最終版の電子成果品が発注者の「電子成果品保管管理システム」へ提出される※1※3ととも
　に、システム内のデータが消去される。

(3) 専任監督員は、受注者の連絡を受けたら速やかにシステムの利用完了操作を行う。これによ
　りシステム内のデータが消去される。※1

P25 ※１:発注者が、オンライン電子納品に対応した「電子成果品保管管理システム」を使用していな

い場合※２は、契約図書等の定めるところにより、次のいずれかの対応をとる。
※１:発注者が、オンライン電子納品に対応した「電子成果品保管管理システム」を使用していな
い場合は、契約図書等の定めるところにより、次のいずれかの対応をとる。

P25

※２:主として表 2-1 情報共有システムの利用対象工事 における「その他の機関」を想定して
　いる。

※３:これに伴い、システム対象工事においては、監督員による「電子成果品保管管理システム」
　への電子媒体の登録は廃止する。

（削除）

P26

ファイル形式等
対象
範囲

適用する要領・基準名

工事打合簿※2
PDF

及びオリジナル
ファイル※2

○

うち、施工計画書 PDF及び紙※3 ○

品質・出来形管理資
料（出来形図は除
く）

紙又はPDF △※7

出来形図
及び完成図＊4

SXF(sfc
又はsfz)※5 ○

国土交通省 CAD製図基準
国土交通省 営繕工事電子納品要領
農林水産省 電子化図面データの作成要領(案)

工事写真※6 JPEG ○ 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) 

地質データ 要領の通り ▲
国土交通省 地質･土質調査成果電子納品要領
農林水産省 地質･土質調査成果電子納品要領(案)

台帳データ 特記仕様書等の通り ▲
国土交通省 工事完成図書の電子納品等要領
農林水産省 工事完成図書の電子納品要領(案)

i-Construction成果
情報化施工成果

要領等の通り ▲
国土交通省 ｉ-Construction関連要領等
農林水産省 情報化施工技術の活用ガイドライン

納品対象物

施工段階
作成書類

国土交通省 工事完成図書の電子納品等要領
国土交通省 営繕工事電子納品要領
農林水産省 工事完成図書の電子納品要領(案)

凡例　　 　○:電子納品対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲:契約図書に指定のある場合のみ
　　　　　　 △:電子納品対象外（事前協議により電子納品対象とできる）

ファイル形式等
対象
範囲

適用する要領・基準名

工事打合簿※2
PDF

及びオリジナル
ファイル※2

○

うち、施工計画書 PDF及び紙※3 ○

品質・出来形管理資
料（出来形図は除
く）

紙又はPDF △※7

出来形図
及び完成図＊4

SXF(sfc
又はsfz)※5 ○

国土交通省 CAD製図基準
国土交通省 営繕工事電子納品要領

工事写真※6 JPEG ○ 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) 

地質データ 要領の通り ▲ 国土交通省 地質･土質調査成果電子納品要領

台帳データ 特記仕様書等の通り ▲ 国土交通省 工事完成図書の電子納品等要領

i-Construction成果
情報化施工成果

要領等の通り ▲ 国土交通省 ｉ-Construction関連要領等

納品対象物

施工段階
作成書類

国土交通省 工事完成図書の電子納品等要領
国土交通省 営繕工事電子納品要領

凡例　　 　○:電子納品対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲:契約図書に指定のある場合のみ
　　　　　　 △:電子納品対象外（事前協議により電子納品対象とできる）

発注機関 積算上の取扱い

土木系 共通仮設費の率計上分（技術管理費）に含む 

建築系
共通仮設費に積み上げ計上（発注者がシステム利用を指
定する場合に限る）

上下水道局 共通仮設費の率計上分（技術管理費）に含む 

発注機関 積算上の取扱い

建設局及び都市・交
通局

共通仮設費の率計上分（技術管理費）に含む 

建築局
共通仮設費に積み上げ計上（発注者がシステム利用を指
定する場合に限る）

農業水産局及び農林
基盤局

共通仮設費の率計上分（技術管理費）に含む 

企業庁 共通仮設費の率計上分（技術管理費）に含む 

その他の機関 発注機関の積算基準に基づく 

※建築工事は、建築局の取扱いに準ずる。
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【別紙 2】 協議チェックシート（記入例） 
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【別紙３】 検査時における電子データの確認方法 
（簡易操作マニュアル 7-3 検査に向けての事前準備（建築局）） 

 
 
 
 
 
 
 


